
瀬戸市子ども・子育て支援法施行細則の一部を改正する規則をここに公

布する。 

令和８年３月３１日 

瀬戸市長 川 本 雅 之  

瀬戸市規則第７号 

瀬戸市子ども・子育て支援法施行細則の一部を改正する規則 

瀬戸市子ども・子育て支援法施行細則（平成２７年瀬戸市規則第９号）

の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。

改正後 改正前 

目次 目次 

 第１章から第３章まで ＜省略＞  第１章から第３章まで ＜省略＞ 

 第４章 乳児等のための支援給付（第２８条―

第３６条） 
 

 第５章 特定教育・保育施設、特定地域型保育

事業者及び特定乳児等通園支援事業者並びに

特定子ども・子育て支援施設等 

 第４章 特定教育・保育施設及び特定地域型保

育事業者並びに特定子ども・子育て支援提供

者 

  第１節 特定教育・保育施設（第３７条―第

４１条） 

  第１節 特定教育・保育施設（第２８条―第

３２条） 

  第２節 特定地域型保育事業者（第４２条―

第４６条） 

  第２節 特定地域型保育事業者（第３３条―

第３７条） 

  第３節 特定乳児等通園支援事業者（第４７

条―第５４条） 
 

  第４節 業務管理体制の整備等（第５５条）   第３節 業務管理体制の整備等（第３８条） 

  第５節 特定子ども・子育て支援提供者（第

５６条―第５８条） 

  第４節 特定子ども・子育て支援提供者（第

３９条―第４１条） 

 第６章 雑則（第５９条・第６０条）  第５章 雑則（第４２条・第４３条） 

 附則  附則 

第４章 乳児等のための支援給付  



（認定の申請） 

第２８条 府令第２８条の２２第１項の申請書は

、乳児等支援給付（こども誰でも通園制度）認

定申請書によるものとする。 

（支給認定証） 

第２９条 法第３０条の１５第３項の認定証は、

乳児等支援支給認定証（こども誰でも通園制度

認定証）によるものとする。 

（認定の申請の却下の通知） 

第３０条 市長は、法第３０条の１５第１項の規

定による申請について、当該申請に係る保護者

が乳児等のための支援給付を受ける資格を有す

ると認められないときは、乳児等支援給付（こ

ども誰でも通園制度）認定申請却下通知書によ

り、その旨を当該申請に係る保護者に通知する

ものとする。 

（受給事由の消滅の届出） 

第３１条 乳児等支援給付認定保護者は、当該乳

児等支援給付認定保護者に係る乳児等支援給付

認定子どもが支給対象小学校就学前子どもに該

当しなくなったとき、又は他の市町村の区域内

に居住地を有することとなったときは、乳児等

支援給付（こども誰でも通園制度）認定消滅届

出書により、その旨を市長に届け出なければな

らない。ただし、乳児等支援給付認定子どもが

満３歳に達したことにより支援対象小学校就学

前子どもに該当しなくなったときは、この限り

でない。 

２ 前項の規定による届出は、乳児等支援支給認

定証を添付して行うものとする。 

（乳児等支援給付認定の取消しの通知） 

第３２条 府令第２８条の２５第１項及び第２項

の規定による通知は、乳児等支援給付（こども

誰でも通園制度）認定取消通知書により行うも

のとする。 



（乳児等支援給付認定の変更の届出） 

第３３条 府令第２８条の２６第１項の届書は、

乳児等支援給付（こども誰でも通園制度）認定

変更届出書によるものとする。 

２ 市長は、府令第２８条の２６第１項の規定に

よる届出があったときは、乳児等支援支給認定

証に変更後の府令第２８条の２２第１項各号に

掲げる事項（府令第２８条の２４各号に掲げる

事項に該当しないものを除く。）を記載し、当

該届出に係る乳児等支援給付認定保護者に返還

するものとする。 

（支給認定証の再交付の申請） 

第３４条 府令第２８条の２７第２項の申請書は

、乳児等支援支給認定証再交付申請書によるも

のとする。 

（法第７条第１０項第４号ハの政令で定める施

設の利用状況の報告） 

第３５条 府令第２８条の２９第１項の書類は、

企業主導型保育事業利用報告書によるものとす

る。 

２ 府令第２８条の２９第２項の書類は、企業主

導型保育事業利用修了報告書によるものとする

。 

（特定乳児等通園支援事業者による乳児等支援

給付費の請求） 

第３６条 法第３０条の２０第７項の規定による

請求は、乳児等支援給付費に係る請求書により

行うものとする。 

２ 市長は、特定乳児等通園支援事業者に対し、

前項の請求に関し必要な書類の提出を求めるこ

とができる。 

第５章 特定教育・保育施設、特定地域型

保育事業者及び特定乳児等通園支

援事業者並びに特定子ども・子育

て支援施設等 

第４章 特定教育・保育施設及び特定地域

型保育事業者並びに特定子ども・

子育て支援提供者 



（確認の申請） （確認の申請） 

第３７条 ＜省略＞ 第２８条 ＜省略＞ 

（確認の変更の申請） （確認の変更の申請） 

第３８条 ＜省略＞ 第２９条 ＜省略＞ 

（変更の届出等） （変更の届出等） 

第３９条 ＜省略＞ 第３０条 ＜省略＞ 

（確認の辞退） （確認の辞退） 

第４０条 ＜省略＞ 第３１条 ＜省略＞ 

（確認の取消し等） （確認の取消し等） 

第４１条 ＜省略＞ 第３２条 ＜省略＞ 

（確認の申請） （確認の申請） 

第４２条 ＜省略＞ 第３３条 ＜省略＞ 

（確認の変更の申請） （確認の変更の申請） 

第４３条 ＜省略＞ 第３４条 ＜省略＞ 

（変更の届出等） （変更の届出等） 

第４４条 ＜省略＞ 第３５条 ＜省略＞ 

（確認の辞退） （確認の辞退） 

第４５条 ＜省略＞ 第３６条 ＜省略＞ 

（確認の取消し等） （確認の取消し等） 

第４６条 ＜省略＞ 第３７条 ＜省略＞ 

第３節 特定乳児等通園支援事業者 

（確認の申請等） 

第４７条 府令第４４条の２において準用する府

令第３９条の申請書は、特定乳児等通園支援事

業者確認申請書によるものとする。 

２ 市長は、府令第４４条の２において準用する

府令第３９条に規定する者について、同条各号

に掲げる事項のうちに、児童福祉法（昭和２２

年法律第１６４号）第３４条の１５第２項の認

可その他の手続により市長が把握している事項

があるときは、当該事項に係る申請書への記載

又は書類の提出を省略させることができる。 

３ 市長は、法第５４条の２第１項の確認をした

 



ときは、法第５４条の３において準用する法第

５３条の規定による公示をするほか、当該確認

に係る者に対し、特定乳児等通園支援事業者確

認通知書により、その旨を通知するものとする

。 

４ 市長は、法第５４条の２第２項の規定による

申請があった場合において、同条第１項の確認

をしないときは、当該申請に係る者に対し、特

定乳児等通園支援事業者確認申請却下通知書に

より、その旨を通知するものとする。 

（確認の変更の申請等） 

第４８条 府令第４４条の２において準用する府

令第４０条の申請書は、特定乳児等通園支援事

業者確認変更申請書（利用定員の増加）による

ものとする。 

２ 市長は、府令第４４条の２において準用する

府令第４０条に規定する者について、同条各号

に掲げる事項のうちに、法第５４条の２第２項

の規定による申請の際に市長に提出している事

項（前条第２項の規定により省略させた事項を

含む。）であってその内容に変更がないものが

あるときは、当該事項に係る申請書への記載又

は書類の提出を省略させることができる。 

３ 市長は、府令第４４条の２において準用する

府令第４０条に規定する者に対し、同条各号に

掲げる事項以外の事項であって市長が必要と認

めるものを記載した書類の提出を求めることが

できる。 

４ 市長は、法第５４条の３において準用する法

第４４条の規定による申請があった場合におい

て、法第５４条の２第１項の確認の変更をした

ときは特定乳児等通園支援事業者確認変更通知

書により、当該確認の変更をしないときは特定

乳児等通園支援事業者確認変更申請却下通知書

により、当該申請に係る者に対し、その旨を通



知するものとする。 

（変更の届出等） 

第４９条 府令第４４条の２において準用する府

令第４１条第１項の規定による届出は、特定乳

児等通園支援事業者確認変更届出書（利用定員

の変更以外）により行うものとする。 

２ 府令第４４条の２において準用する府令第４

１条第３項において準用する府令第３４条の書

類は、特定乳児等通園支援事業者確認変更届出

書（利用定員の減少）によるものとする。 

３ 前２項の届出書には、府令第４４条の２にお

いて準用する府令第４１条第２項に定めるもの

のほか、市長が必要と認める書類を添付しなけ

ればならない。 

（確認の辞退） 

第５０条 法第５４条の３において準用する法第

４８条の規定による法第５４条の２第１項の確

認の辞退は、特定乳児等通園支援事業者確認辞

退届出書を市長に提出することによって行うも

のとする。 

（報告等） 

第５１条 法第５４条の３において準用する法第

５０条第１項の規定による報告又は物件の提出

若しくは提示の命令は、報告等命令書により行

うものとする。 

２ 法第５４条の３において準用する法第５０条

第１項の規定による出頭の求めは、出頭要求書

により行うものとする。 

（勧告、命令等） 

第５２条 法第５４条の３において準用する法第

５１条第１項の規定による勧告は、措置勧告書

により行うものとする。 

２ 法第５４条の３において準用する法第５１条

第２項の規定による公表は、市のホームページ

への掲載により行うものとする。 



３ 法第５４条の３において準用する法第５１条

第３項の規定による命令は、措置命令書により

行うものとする。 

４ 法第５４条の３において準用する法第５１条

第４項の規定による公示は、市のホームページ

への掲載及び市の掲示板への掲示により行うも

のとする。 

（確認の取消し等の通知） 

第５３条 法５４条の３において準用する法第５

２条第１項の規定により、法第５４条の２第１

項の確認を取り消し、又はその効力の全部又は

一部の効力を停止したときは、法第５４条の３

において準用する法第５３条の規定による公示

をするほか、当該取消し又は停止に係る者に対

し、特定乳児等通園支援事業者確認取消・停止

通知書により、その旨を通知するものとする。 

（公示の方法） 

第５４条 法第５４条の３において準用する法第

５３条の規定による公示は、市のホームページ

への掲載及び市の掲示板への掲示により行うも

のとする。 

第４節 業務管理体制の整備等 第３節 業務管理体制の整備等 

（業務管理体制の整備に関する事項の届出） （業務管理体制の整備に関する事項の届出） 

第５５条 ＜省略＞ 第３８条 ＜省略＞ 

第５節 特定子ども・子育て支援提供者 第４節 特定子ども・子育て支援提供者 

（確認の申請） （確認の申請） 

第５６条 ＜省略＞ 第３９条 ＜省略＞ 

（変更の届出等） （変更の届出等） 

第５７条 ＜省略＞ 第４０条 ＜省略＞ 

（確認の辞退） （確認の辞退） 

第５８条 ＜省略＞ 第４１条 ＜省略＞ 

第６章 雑則 第５章 雑則 

（様式） （様式） 

第５９条 ＜省略＞ 第４２条 ＜省略＞ 



（委任） （委任） 

第６０条 ＜省略＞ 第４３条 ＜省略＞ 

別表（第１３条関係） 別表（第１３条関係） 

＜省略＞ 
 

＜省略＞ 
 

備考 備考 

１から７まで ＜省略＞ １から７まで ＜省略＞ 

８ この表の「里親」とは、児童福祉法第６条

の４第１項に規定する里親であって、教育・

保育給付認定保護者（法第１９条第３号に掲

げる区分に限る。）をいう。 

８ この表の「里親」とは、児童福祉法（昭和

２２年法律第１６４号）第６条の４第１項に

規定する里親であって、教育・保育給付認定

保護者（法第１９条第３号に掲げる区分に限

る。）をいう。 

 ９から１４まで ＜省略＞  ９から１４まで ＜省略＞ 
  

附 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。 


